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第１章 事前調査概要 
 

１－１ 調査の背景 

 モルディブ共和国（以下、モルディブ）は人口約 30 万人の小規模国家であるが、行政機能が集

中し、就業機会が多い首都マレに全人口の約 35％にあたる約 10.4 万人が居住している。堅調な

観光・漁業を背景として 2006 年には約 19％の GDP 成長率となり、建設ラッシュが起こりマレへ

の人口集中が一層進んでいる。 
 一方でマレの電力需要は年率 10％以上で伸び続け、増大する電力需要に対応するためにモルデ

ィブ電力公社（STELCO）はディーゼル発電機の新規導入等を図っている。しかし、土地が限ら

れるマレ島でこれ以上ディーゼル発電機拡張は不可能であり、これらの課題に対処するために、

モルディブ政府はフルマレ島の浅瀬をしゅんせつしてフルマレ島を拡張（7.85km2）し、マレ島住

民の移住計画を含めた総合開発計画を実施している。しかし、フルマレ島総合開発計画によると、

住民の移転や商業、文教、観光地区等の建設により、フルマレ島の電力需要も急速に増大するこ

とが想定される。 
 モルディブの主要 28 島での電力供給は 100％政府出資の STELCO が行っているが、マレ島の電

力供給は STELCO 全体の供給量の 75％にも達している。また、ほぼすべてをディーゼル発電に依

存しているため、原油価格高騰により STELCO の財政状況が悪化するだけでなく、国家としての

エネルギーセキュリティが危機にさらされている。加えて気候変動による海面上昇の影響を最も

受けやすい国のひとつであることから、第 7 次国家 5 ヵ年開発計画（2006 年～2010 年）では石油

の代替エネルギーとして再生可能エネルギー、特に風力、バイオマス及び太陽光エネルギー利用

を促進することを優先課題として掲げている。 
 かかる状況下、モルディブ政府は、マレ島及びフルマレ島の中長期的な電力の安定供給を目的

に、太陽光とディーゼル発電の併用による発電体制の整備及びエネルギー利用の効率化と気候変

動対策促進のために、わが国に開発調査を要請した。そこで 2008 年 2 月にプロジェクト形成調査

団を派遣し、要請内容・背景、先方政府の実施体制、既存のディーゼル系統を調査し、本調査の

必要性・妥当性を確認した。 
 
１－２ 調査の目的 

 本事前調査団では、モルディブ首都圏であるマレ島及びフルマレ島における太陽光発電（PV）

導入のためのフィージビリティー・スタディ策定に向けた基礎調査を行い、電力開発計画・事業・

設備の現状を把握する。同時に、本格調査の範囲、内容、調査工程、本格調査実施体制等の枠組

みの詳細について、モルディブ関係機関と協議を行い、実施細則（Scope of Work：S/W）案につ

いて基本的な合意を形成することを目的とする。 
 
１－３ 相手国実施機関・関係機関 

 環境・エネルギー・水省；Ministry of Environment, Energy and Water：MEEW 
 モルディブ電力公社；the State Electric Company, Maldives：STELCO 
 フルマレ開発公社：Hulhumale’ Development Corporation：HDC 
 建設・公共インフラ省：Ministry of Construction and Public Infrastructure：MCPI 
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１－４ 団員構成 

氏   名 担当分野 現   職 派遣期間 

林 俊行 団長･総括 
独立行政法人国際協力機構 国際協力専門

員 

篠田 孝信 調査企画 
独立行政法人国際協力機構 産業開発部  
資源・省エネルギー課職員 

湯本 登 電力エネルギー制度 
株式会社 エネルギー環境研究所 
代表取締役 

皆元 正博 太陽光発電技術 
ICONS 国際協力株式会社 水産開発部 
主任コンサルタント 

2008 年 8 月 21 日～

2008 年 9 月 3 日 

 
 
１－５ 調査日程 

１－５－１ 調査日程 
  2008 年 8 月 21 日（木）～9 月 3 日（木） 
   詳細日程は次頁参照。 
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 １－５－２ 現地調査 
  (1) マレ島の PV 設置ポテンシャルサイト視察 

 系統連系 PV 設置のポテンシャルサイトとして想定される、ナショナルスタジアム及び

MEEW 屋上の視察を実施。 
 

  (2) リゾート島における電力需給調査 
 モルディブにおける将来的な PV 導入及び普及の可能性を調査するために、リゾート島

（クルンバ島）におけるディーゼル発電の発電状況や電力需給状況等を調査。 

時間 活　動

8月 21日 木 11:30
17:35

成田発(SQ637)
シンガポール着

22日 金 10:40
11:50
14:00
17:00

シンガポール発（SQ466)
コロンボ着
在スリランカ日本国大使館表敬
JICAスリランカ事務所表敬

23日 土  9:15
10:05

コロンボ発（EK552)
マレ着

24日 日 10:00
11:00
13:00
14:30

外務省外部資源局（DER)訪問：局長表敬・協議
環境・エネルギー・水省（MEEW)訪問：副大臣、副局長表敬・協議
モルディブ電力公社(STELCO)訪問：局長表敬・協議
現地視察：ナショナルスタジアム視察

25日 月 10:00 建設・公共インフラ省（MCPI)訪問：事務次官表敬・協議
12:00 JICAモルディブ駐在員事務所訪問：野々部所長表敬・協議
13:00 MEEW訪問：事務次官表敬、協議
14:30 現地視察：MEEW屋上視察

26日 火 10:00 フルマレ開発公社(HDC)訪問：常務表敬、協議
13:00 STELCO訪問：S/W案協議
14:30 JICAモルディブ駐在員事務所訪問：団内協議

27日 水  9:30
13:00

MEEW訪問：M/M協議
STELCO訪問：M/M案協議

28日 木  9:00
13:00

系統連系PV導入セミナー
DER訪問：事務局長表敬、S/W、M/M協議

29日 金 現地視察：クルンバ島ディーゼル発電機等視察
M/M作成、報告書作成

30日 土 M/M作成、報告書作成
31日 日 MEEW訪問：M/M協議・署名

JICAモルディブ駐在員事務所訪問：調査結果報告、団内協議
9月 1日 月 報告書作成

2日 火  9:15
11:10
14:00
15:00

マレ発（UL102)
コロンボ着
JICAスリランカ事務所訪問：調査結果報告
在スリランカ日本国大使館訪問：調査結果報告

3日 水  1:20
 6:15
 8:15
16:20

コロンボ発（TG308）
バンコク着
バンコク発（NH954)
成田着

日付
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１－６ 主要面談者 

 （１）外務省外部資源局 
（Department of External Resources, Ministry of Foreign Affairs：DER） 

・Dr. Hussain Niyaaz Executive Director 
・Ms. Aishath Azeema Director 

 
 （２）環境・エネルギー・水省（Ministry of Environment, Energy and Water：MEEW） 

・Mr. Abdul Razzak Idris Deputy Minister 
・Mr. Ahmed Saleem Permanent Secretary 
・Mr. Ahmed Ali Assistant Director 
・Mr. Abdulla Wahid Assistant Executive Director 
・Mr. Ghaanim Mohamed Project Manager, RETDAP, UNDP 

 
 （３）モルディブ電力公社（State Electric Company Limited：STELCO） 

・Mr. Mohamed Latheef Director 
・Mr. Ahmed Niyaz Director 
・Mr. Ibrahim Athif  Senior Engineer 
・Mr. Azzam Ibrahim Senior Engineer 

 
 （４）モルディブ開発公社（Hulhumale’ Development Corporation：HDC） 

・Mr. Mahjoob Shujau Managing Director 
・Ms. Salfiyya Anwar Planning Officer 

 
 （５）建設・公共インフラ省（Ministry of Construction and Public Infrastructure：MCPI） 

・Mr. Abdulla Naushad Permanent Secretary 
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第２章 調査結果概要 
 
２－１ 調査結果 

 実施細則（S/W）案について先方関係機関との協議を行い、先方関係機関との合意内容を協議

議事録（M/M）に取りまとめ、署名交換を行った。 
 

 ２－１－１ 協議議事録（M/M） 
  先方関係機関と合意した以下の項目について M/M に取りまとめた。 

 
  (1) 要請の背景 

 略（「１－１ 調査の背景」参照）。 
 

  (2) S/W 署名について 
 S/W 案について、外務省外部資源局（DER）、環境・エネルギー・水省（MEEW）、モ

ルディブ電力公社（STELCO）ならびに調査団間で基本的合意を形成した。なお、事前調

査団帰国後、本部において S/W 案及び事前評価表を決裁したのちに、スリランカ事務所ま

たはモルディブ駐在員事務所を通じて S/W の署名を行うことを説明し、合意を得た。 
 

  (3) 案件名について 
 要望調査票には、 ”Development Study for Application of Solar Energy in Male’ and 
Hulhumale’ Island in the Republic of Maldives”とあるが、本件はフィージビリティー・スタデ

ィ（F/S）が中心となることや、“Solar Energy”は太陽光発電以外に太陽熱発電等も含むこ

とから、”Feasibility Study for Application of Photovoltaic Power on Male’ and Hulhumale’ Islands 
in the Republic of Maldives”とするものとし先方と合意した。 
 なお、現時点においては口上書の案件名の変更手続きを完了していないため、M/M にお

いては要請時の案件名で記述し、S/W 案では新しい案件名を記載している。 
 

  (4) 本格調査実施の先方実施体制 
   1) コーディネーション・コミッティーの設立 

 円滑な調査の実施、調査進捗状況の把握、情報共有、及び調査方針に関する議論を行

うことを目的に、コーディネーション・コミッティ（CC）を設立することで合意した。 
 CC においては MEEW の事務次官（Permanent Secretary）を議長とし、STELCO、建設・

公共インフラ省（MCPI）、フルマレ開発公社（HDC）、マレ市（Male’ Municipality）及び

JICA 関係者をメンバーとすることを確認し、合意した。 
   2) 実施体制について 

 MEEW 及び STELCO が本格調査の実施機関となり、それぞれの機関から本件調査の

担当者を配置することで合意した。 
 
  (5) セミナーの開催 

 本調査の内容や系統連系太陽光発電（PV）システムの導入に必要な制度や基準等を関係
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政府機関に周知するとともに、PV 及び省エネ等デマンド・サイド・マネジメント（DSM）

に対する意識啓発のために、一般の商工業者や市民などに対しても認識の共有化を図るこ

とを目的としたセミナーを本格調査期間内に 2 回開催することで合意した。開催時期は着

手報告書及び最終報告書案提出時である。最終報告書案提出のセミナーで、一般企業やマ

レ及びフルマレ市民を対象としたセミナーを開催することで合意した。 
 なお、セミナーのアレンジは MEEW が DER 及び STELCO と協力して行うこととし、JICA
はセミナーに必要な資料の準備及び必要な場合は会場経費を支援することとする。 

 
  (6) 本邦研修の実施 

 MEEW 及び STELCO から本件調査に係るカウンターパート（C/P）研修の要請があり、

DER を通して研修の要請を早期に行うことを確認した。なお、研修員は MEEW の電力セ

クション、エネルギーオーソリティ（MEA）及び STELCO からそれぞれ選ばれることが望

ましい旨発言があった。 
 

  (7) 系統連系 PV システムのポテンシャルサイトの選定について 
 マレ島及びフルマレ島において、現段階で系統連系 PV システムが設置可能な場所を、

MEEW 及び STELCO が協議した上で本格調査実施までにポテンシャルサイトのロングリ

ストを作成しておくことを合意した。 
 
  (8) ポテンシャルサイトの詳細設計について 

 本格調査内で、ポテンシャルサイトのうち、技術的特性を考慮に入れて系統連系 PV シ

ステムを設置可能な場所を複数箇所選定して詳細設計を実施することで合意した。調査サ

イト数は、マレ島において 4、5 ヵ所、フルマレ島において 1、2 ヵ所が想定される。 
 

  (9) 今後の想定される協力 
 系統連系 PV システムはモルディブにおいて導入実績がないため、STELCO が技術移転

を受けながらシステムを構築していくことが必須で必要である。よって実際の導入の際に

は、PV システム構築に係る専門家派遣といった協力が想定される。なお、現時点におい

て、今後の協力を保証するものではなく、また別途要請が必要である旨確認した。 
 

  (10)アンダーテイキング 
   1) 予算措置 

 C/P の人員配置に係る経費については、実施機関である MEEW 及び DER が負担する

ことで合意した。 
   2) 執務室 

 STELCO 内に JICA 調査団が使用する執務室及び必要な施設を確保することで MEEW、

STELCO と合意した。 
 

  (11)調査用資機材について 
 本格調査において、調査用資機材については一切調達できない旨、モルディブ側関係機
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関に説明し、合意を得た。 
 
 ２－１－２ 実施細則案（S/W 案） 

本格調査の S/W について、先方関係機関と協議を行い、合意を得たため、M/M に S/W 案を

添付した。主な項目は以下のとおりである。 
 

  (1) 調査の目的 
 モルディブ、マレ島及びフルマレ島において系統連系 PV による電力供給を実現するた

めに、PV 設備導入の技術的実施可能性と、PV 設備導入と適正な運用のために必要な法令・

制度・規則の整備について検討し、導入計画を策定することを目的とする。 
 

  (2) 協力対象地域の確認 
 マレ島及びフルマレ島を調査対象地域とする。 

 
  (3) 調査内容 
   1) 基礎調査 

 以下の調査関連データを収集・分析する。 
① 電力・エネルギー政策、法令、組織体制 
② 社会・経済状況、開発計画及びビジョン 2020 
③ モルディブの電気事業 

・MEEW 及び STELCO の組織体制 
・電力需給状況 
・電源設備及び電力システムの状況 
・電力開発計画 
・電気料金及び燃料価格 
・STELCO の経営状況 

④ モルディブの PV 活用状況 
⑤ フルマレ島開発計画 
⑥ マレ首都圏（マレ島、フルマレ島）における電力需給状況及び需要予測 
⑦ マレ首都圏における電源開発計画 
⑧ その他関連する情報 

   2) 技術的フィージビリティー・スタディ段階 
① 日射資料の収集・分析 
② PV モジュールの検討及び PV 出力の評価 
③ ディーゼル発電機の負荷即応性の評価 
④ 配電用変電所の変圧器容量調査 
⑤ 太陽光発電設備設置ポテンシャルサイトの選定及び設置容量の検討 
⑥ 建築法の検討 
⑦ ポテンシャルサイトの建造物構造分析、概念設計及び必要に応じて建造物補強の費

用見積 



－8－ 

⑧ 系統連系 PV システムの導入容量検討手法の検討 
⑨ 系統連系 PV 時の安定性評価手法の検討 
⑩ 系統連系 PV システムの標準設計・仕様の策定 
⑪ ポテンシャルサイトの系統連系 PV システム設置費用の推計 

   3) 経済・財務的フィージビリティー・スタディ段階 
① 太陽光発電設備及び構造物補強費用の推計 
② 系統連系 PV システム導入に係る経済財務分析手法の検討 
③ マレ・フルマレ島における系統連系 PV システム導入に係る経済財務分析 
④ クリーン開発メカニズム（CDM）事業化の投資収益性への影響評価 
⑤ 投資資金計画の策定 

   4) 付加価値的課題への検討段階 
① デマンド・サイド・マネジメント（DSM、最大電力抑制及び省エネ等）の啓蒙、推

進方策の検討及び提言 
② CDM 事業実施の検討及び提言 

   5) パイロット・プロジェクトの詳細設計 
① パイロット・プロジェクトサイトの検討及び選定 
② パイロット・プロジェクトサイトでの詳細設計調査 
③ パイロット・プロジェクトサイトでの系統連系 PV システムの詳細設計作成 
④ 詳細設計手法の技術移転 

   6) 系統連系 PV システム導入のための長期計画及び行動計画策定段階 
① MEEW 及び STELCO の人材育成計画、CDM を含めた資金調達計画、省エネの導入、

民間企業の参加等を含めた今後 10 年の PV 導入に係る長期計画と行動計画の策定 
② 長期計画・行動計画実施のための系統連系 PV 導入に係る基本的な政策、規制、ガ

イドライン及び人材育成計画提言の策定 
 
２－２ 団長所感 

 ２－２－１ モルディブ・エネルギーセクターにおける本開発調査の位置づけ 
 津波以後、観光業と漁業が復興し、モルディブは毎年経済成長を続けている。しかしエネル

ギーや食料などの国際的な資源価格の上昇は、人々の生活とモルディブ政府の財政に影響を与

え始めている。2003 年のエネルギー需給報告によると、モルディブにおける一次エネルギー消

費は、3％のバイオマスを除いてディーゼル燃料を中心とした輸入化石燃料にすべて依存してい

る。電力では総電力供給に占める STELCO の割合は 31％で、56％がリゾート島となっており、

このうち STELCO の首都圏（マレ・フルマレ・ビリンギリ）供給の割合は 83％で、残りがその

他の住民島における供給である。 
 本開発調査は、すべての電力供給をディーゼル発電に頼る STELCO 電力供給のうち、首都圏

における電力供給をいかに国産エネルギーで代替するか、その具体的手法を示すことがその役

割である。モルディブにおける実用的な国産エネルギーは風力と太陽エネルギーで、国際飛行

場が立地し建造物が密集する首都圏では、唯一利用可能な国産エネルギーは太陽エネルギーで

ある。太陽エネルギーは光発電と太陽熱利用が可能だが、本開発調査は、発電用ディーゼル燃

料を太陽光発電（PV）を使って削減するための技術的検討と、経済財務的検討を行い、マレ首
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都圏で系統連系 PV をどのように段階的に導入するか具体的な提案を行うことが目的である。 
 本開発調査の結果を MEEW と STELCO が有効に使い、系統連系 PV が段階的に首都圏に導

入されることで、一次エネルギー消費における国産エネルギーの割合を少しでも高め、まもな

く中所得発展途上国になろうとするモルディブのエネルギー保障と地球温暖化ガス削減に貢献

することが期待される。 
 
 ２－２－２ 本開発調査を実施する上での留意点 

 本開発調査は PV 導入のフィージビリティ・スタディ（F/S）であるが、通常の電力分野にお

ける F/S 調査とはかなり調査内容が異なる点を留意する必要がある。 
 今まで実施されてきた電力分野における F/S は水力発電や火力発電の F/S で、これらの F/S
は発電所が立地する地域や地点の特性とその発電所が供給する電力システムの需給特性を考慮

して技術的調査と検討が行われるという意味で、「オーダーメイド」の発電所の建設をするため

の調査である。しかし、日本における系統連系 PV システムは、立地地点特性や電力システム

の需給特性に関係なく「レディーメイド」としてすでに確立された技術である。 
 そこで、本開発調査の課題は、日本の「レディーメイド」技術をモルディブ首都圏の地域特

性と、マレとフルマレの電力システムの需給特性にあったものに修正し、モルディブの特性に

あった「レディーメイド」技術を確立することである。この点で本開発調査は電力分野の通常

の F/S と異なることを十分留意し、調査手法などを検討する必要がある。 
 
 ２－２－３ 開発調査後の具体的設置の必要性と期待される波及効果 

 モルディブでは STELCO が積極的に系統連系 PV を導入しようとしている。しかし、STELCO
は系統連系 PV の経験をもっておらず、また系統連系 PV はディーゼル発電とまったく異なる

技術であることから、マレ首都圏で系統連系 PV を段階的に導入していくためには、STELCO
自身が具体的な経験をしながらこの技術の特性を学び、自分の技術として習得する必要がある。

このためには、開発調査終了後できるだけ早い段階で具体的設置を実施することが必要であり、

短期専門家を派遣し技術指導などを行うことで開発調査による技術協力の成果を最大限生かす

ことが期待される。特に STELCO が系統連系 PV システムを自分の技術として習得することで、

PV システム普及の懸案事項となっている高価な設置費用を削減していくことも可能になる。 
 また、モルディブにおける電力供給はリゾート島がその半分以上を占めているが、MEEW に

依頼してリゾート島クルンバのエネルギー関連施設を視察し、日負荷の状況を確認した結果、

リゾート島でも日中の電力需要がかなり高いことがわかった。本開発調査では、MEEW や

STELCO 以外の一般の民間会社や市民を対象にセミナーを行うことが計画されており、リゾー

ト会社も招待して系統連系 PV システムの技術的概要などを紹介することで、リゾート島への

PV 導入も民間会社ベースで進むことが期待される。 
 この他、モルディブにおける代替エネルギーの需要は、配電線で電力供給できない離島や遠

隔地にある村・家屋に独立設置型のソーラーホームシステム（Solar Home System：SHS）を設

置して電気を使うことである。一般セミナーでは省エネとともに SHS の技術的概要と設置・維

持管理のための RESCO（Rural Energy Supply Company）などを紹介することで、SHS による電

化のきっかけをつくることも可能ではないか。 
 これまでモルディブでは、携帯電話の無線局や灯台用に PV が限定的に使われていただけだ
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が、この開発調査により PV の利用技術が紹介され、マレで系統連系 PV が設置されることで、

この開発調査がモルディブにおける PV 利用と省エネの端緒を開くことが期待される。 
 
２－２－４ エネルギー行政体制の現状と課題 
 現在、MEEW の Energy Section（ES）にはマスターを取得しオーストラリアで仕事をした経

験のある局長と、タイアジア工科大学院（AIT）でマスターを取得し 5 月に就任した次長の下

に、高卒のアシスタントが 4 名いる体制である。また、エネルギー分野の規制・モニタリング

などをやっている Energy Authority（EA）には局長と次長、その下に 2 名の高卒アシスタント

がいるだけである。ES の局長は副大臣が局長への就任を依頼した経緯があり、10 月の選挙で

副大臣が代われば局長も職を辞すことが予想される。ES と EA の局長・次長それぞれ自分の職

務に真摯に取り組んでいると観察されるが、組織として仕事をしていくために高卒のアシスタ

ントに仕事をさせながら仕事を覚えさせる、というような日本的考え方で仕事をしておらず、

また、彼らの仕事量も非常に多くてそこまで手が回らないというのが現状である。 
 モルディブ政府が取り組むべきエネルギー問題は、以前に増して重要になってきており、テ

クノクラートを養成し、エネルギー担当の官僚組織を整備することは大きな課題となっている。

最近、MEEW に事務次官が就任し、副大臣と同レベルの権限で仕事を始めているが、これはモ

ルディブ政府の官僚組織整備の一環と考えられる。今回の事前調査では“Introductory Seminar”
として PV の技術と政策とともに、CDM や省エネの話をしてもらったが、MEEW からは省エ

ネの専門家を派遣してほしいという要望があった。これからモルディブが中所得途上国として

さらに社会・経済開発を進めていくためには、エネルギーの官僚組織整備は重要な課題であり、

今回の開発調査の成果をこれ以後も生かすためにも、日本のエネルギー分野に対するさらなる

支援が期待される。 
 
２－３ 現地調査概要 

 ２－３－１ マレ島 
 プロジェクト形成調査の際、マレ島内は建物が密集しているだけでなく、広い屋根や屋上の

ある建物がきわめて少ない事が指摘されていた。今回、マレ島上空からの航空写真により、設

置の可能性がありそうな場所を事前に調査し、マレ島中央部のナショナルスタジアムの観覧席

や南部のグラウンド周辺の歩道沿いや建物の屋根等を中心に調査した。 
 ナショナルスタジアムはポテンシャルとしては、利用可能面積や日射条件等は問題なく適地

といえる。しかし、スタンドの屋根の構造は強固とはいえず、PV アレイを設置できる強度は

ないように思われる。建築物の強度については、本格調査内において詳細な調査・分析が必要

である。スタンドの屋根全面が利用可能であれば、350kW～400kW の PV が設置できる可能性

がある。 
 マレ島南部では公共建物のひとつとして MEEW の建物の屋上を調査した。ここは 30kW 前後

の PV 設置が可能であり、候補地のひとつになり得る。この屋上から周囲を見渡すと、比較的

大きな傾斜の緩やかな屋根をもつ建物が数多く見られた。これらのポテンシャルサイトを注意

深く見いだせば MW 級の設置が可能なものと思われる。 
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 ２－３－２ フルマレ島 
 すでに開発が進み、建物が建ち並ぶ HDC オフィスの周辺を視察し、さらに今後開発が進む

島全体を巡回した。HDC オフィス周辺では商業施設やアパート、病院の屋根などが PV 設置の

検討対象になる。このなかで、4 棟の商業施設の屋根は PV 設置に適した条件を備えているが、

HDC によると、すでに個人企業の所有となっており、PV 設置を強制できないとのことであっ

た。PV 設置を進めるにあたって、フルマレ島の開発が今後進むにつれ、屋根の使用権の解決

が問題になる。 
 その他の場所はこれから建築が進む予定になっており、すでに、基本計画により島のブロッ

クごとの利用計画が決っている。工業地区は一部建物が完成しているが、この地区は屋根の形

がシンプルで広く、ポテンシャルサイトとしては非常に有望である。 
 
 ２－３－３ クルンバリゾート島 

 マレ島及びフルマレ島を対象とした系統連系 PV システムの導入 F/S において、STELCO に

頼らず独自にエネルギー調達をしているリゾート島のエネルギー事情を調査することが有意義

であり、MEEW を通じて観光省の許可を得てマレ島の近くのクルンバ の施設の視察を行った。

ここは、1972 年に誕生し、180 の客室をもつ老舗アイランドリゾートである。 
 発電所はよく管理され、清掃がいき届いていた。発電設備は全体で 6 基のディーゼル発電機

とそれらの制御盤一式、貯油及び給油設備のほか、エンジンの廃熱を回収し温水をつくる設備

が備えられていた。設備の現状は、設備容量が 3,520kWでフルマレの STELCO発電所に匹敵し、

運転可能の設備としてはフルマレを上回る。当然 24 時間運転を行っており、ピーク負荷は 2008
年 8 月 28 日の状態をみると、1,115kW で発電設備としては十分な余裕がある。 
 最小負荷は午前 4 時前に発生し 690kW で日中はピーク時を除きほとんど 1,000kW～1,100kW
を維持しており、負荷デマンドの変化が少ないのが特徴である。 
 このリゾート島の電力事情は、日中の負荷が大きいことから、系統連系 PV システム導入に

適した条件である。しかしながら、リゾート島は島全体の景観が最も重要であり、クルンバリ

ゾートも例外でなく、建屋の屋根は勾配がきつく、やしの葉などで葺いた屋根も多く PV の設

置になじまないと思われる。景観を損うことなく PV を設置できる方法や場所の確保ができれ

ば有望である。 
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第３章 マレ島・フルマレ島における電力セクター概要及び分析 
 
３－１ 電力関連法制度及び電気料金 

 モルディブの電気事業を規制する法律は、公共サービス法（96 年法律 4 号）である。同法は、

第 2 条において公共サービスの対象を、電力、電話、上水道、衛生処理（下水道）と規定してい

る。公共サービスを実施する者（政府機関、国営企業、民間事業者）は同法第 3 条に基づき、政

府の規制機関に登録するとともに、規制機関が定める規制に従わなければならない。 
 電気事業に関する具体的な規制内容は、公共サービス法第 3 条に基づき電気事業の規制機関で

ある MEA が定めた「マレ及びその他環礁地域における電気の公共サービスに関する規制」に定

められている。同規則第 1 条は、電気事業を行う者は MEA に登録し、必要な承認を受けなけれ

ばならない旨規定している。 
 電気料金については、同規則第 6 条に基づき、電気事業者は 10 年間の需要見通しと設備投資計

画を添付して料金表を MEA に提出し、環境・エネルギー・水省（MEEW）の承認を受けなけれ

ばならない。電気料金については、油価格の上昇にもかかわらず据え置かれており、今秋に予定

されている大統領選挙までは現在の価格が維持される見込みである。 
 同規則は、電気事業者の発電設備、配電線等について基本的な技術的事項を規定している。ま

た、ビルの屋内配線等電気設備の安全基準については、建設・公共インフラ省（MCPI）が本年 8
月に制定した「ビルディングコード」において規定されている。ビルディングコードはビルの省

エネルギーについても規定している。このビルディングコードは、性能基準であり、性能の達成

手段はビルの所有者等に委ねられるしくみを採用している。今後、ビルディングコードを法的に

強制力のある基準とするために、建築法の制定を準備中である。 
 
３－２ 電力関連組織概要 

 モルディブの電力セクターは、政策機関として MEEW、規制機関として MEA があり、電気事

業はモルディブ電力公社（STELCO）等の電気事業者が担当している。マレ島及びフルマレ島の

電力供給は STELCO が独占的に行っている。MEA は、「マレ及びその他環礁地域における電気の

公共サービスに関する規制」に基づき、電気事業規制を行う独立した規制機関であるが、オフィ

スは MEEW と一緒の建物にあり、管理部門も MEEW が兼務している。 
 
 1) MEEW 

 MEEW は、図３－１に示すようにエネルギー、上下水道、環境及び管理部門で構成されて

おり、本件を担当する部門は、エネルギーセクションである。図３－２にエネルギーセクシ

ョンの組織を示す。 
 2) MEA 

 MEA の組織図を図３－３、組織別担当内容を図３－４に示す。本件を担当する部門は、基

準及び規制部門である。 
 3) STELCO 

 STELCO の組織図を図３－５に示す。本格調査の際に C/P となる部門は、発電部門、配電

部門及びプロジェクト計画部門と考えられる。 
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      は、本格調査の際に C/P となるものと予想される部門を示す。 

 

図３－５ STELCO 組織図 
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３－３ 電力需給状況 

 マレ島の電力需要は最大電力及び需要電力量ともに急増しており、現在もビルの建築ラッシュ

が続いているため、今後も急増し続けるものと予想される。フルマレ島の電力需要も、開発計画

の進展に伴い急増している。フルマレ島の電力系統規模は、マレ島と比較して 1 割以下と非常に

小さいが、開発計画の進展に伴い、将来はマレ島の 3 割～5 割程度には増大する見込みである（図

３－６及び図３－７参照）。また、電力需要の内訳をみると、マレ島は住宅用の需要が 45％と最

も多く、続いて、商業用、政府用等が大きな比率を占めている。フルマレ島では、商業用が 40％、

次いで住宅用が 33％、政府用が 15％となっている。このようにマレ島及びフルマレ島ともに民生

用需要が圧倒的に大きな比率を占めている。（図３－８及び図３－９参照） 
 

 
 注：2008 年は 8 月までの最大電力を示す。 

図３－６ マレ島及びフルマレ島の最大電力の推移 

 

 
 注：2002 年及び 2003 年の数値は集計ミスの可能性もあり修正される可能性がある。 

図３－７ マレ島の部門別需要電力量の推移 
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図３－８ マレ島の 2007 年の部門別電力需要量の構成比 
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図３－９ フルマレ島の 2007 年の部門別電力需要量の構成比 

 
 電力供給は、マレ島では STELCO のマレ発電所が全電力を供給しており、発電設備能力は 3 万

8,760kW である。現在、8,000kW のディーゼル発電機 3 基を増設中であり、増設後の発電能力は

6 万 2,760kW となり、当面の電力需要増大には対応可能である。 
 フルマレ島は STELCO のフルマレ発電所が全電力を供給しており、発電設備能力は 2,440kW で

ある。現在、1,200kW のディーゼル発電機を増設中であり、増設後の発電能力は 3,640kW となる。 
 表３－１及び表３－２にマレ島及びフルマレ島の発電設備一覧を示す。 
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３－４ 再生可能エネルギーのポテンシャル 

 モルディブにおける国産エネルギー源としての再生可能エネルギーは、可能性としては太陽光

エネルギー、風力エネルギー及びバイオエネルギーやランドガスが考えられている。 
 このうち、バイオエネルギーは地方島における植物や動物の排泄物などに限られ、マレ首都圏

における国産代替エネルギーとして利用することは困難である。ランドガスの可能性も一部の場

所に限られ、量も限られており期待できない。 
 風力は低緯度に位置するモルディブでは好条件とはいえない。アメリカ国立再生可能エネルギ

ー研究所（The National Renewable Energy Laboratory, U.S：NREL）の情報によると、最も条件がよ

いのは、モルディブ最北部で北西モンスーン期間中の 5 月から 10 月にかけて 6m/s～8m/s の風速

があるが、11 月から 4 月にかけては 5m/s にも満たない風速しかない。モルディブ中部のマレ付

近でも北部と同様な傾向ではあるが、好条件の季節でも 5m/s～6m/s 程度の風速にとどまっている。

従ってマレ首都圏では、安定した風力エネルギーを確保することは困難であると考えられる。さ

らに、近年大型化している風車は、マレ島では設置場所の問題に加えて電力系統の安定性など、

困難な課題が多い。 
 一方、太陽光エネルギーはその性質上、どこでも年間を通して確保できる、枯渇しないという

長所がある。マレ島においては、アメリカ航空宇宙局（NASA）のデータベースによると、1m2

あたり 1 日 5.85kWh の太陽光エネルギーが降り注いでいる。空港島（Hulhule）で観測された最近

のデータでは、観測期間は短いが 1m2 あたり 1 日 4.92kWh が観測されている。東京の平均日射量

が１m2 あたり 1 日 3.32kWh であるから、NASA のデータによると、マレ首都圏は東京の 1.7 倍を

越すエネルギー量があり、空港島のデータでも 1.48 倍のエネルギーということになる。これは、

国土の小さなモルディブにとっては、利用可能な国産エネルギーとして非常に有利な条件である。 
同一面積、同一容量に PV システムから得られる電力量は、マレは少なくとも東京の 1.48 倍の計

算になり、日本や欧米と同一コストでシステムの設置が可能になれば、発電コストの一層の低減

につながる可能性が大きい。このような状況から、マレ首都圏においては、太陽光発電が最も現

実的な国産エネルギー確保の手段であるということができる。 
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表３－３ マレ島及び東京の 1 日あたり日射量 (kWh/m2) 

 

Male 

<NASA> 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
5.73 6.52 6.86 6.36 5.53 5.14 5.52 5.31 5.96 6.22 5.63 5.4 5.85

Hulhule 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
5.03 5.24 5.77 5.13 4.39 4.20 4.32 5.29 4.73 5.90 4.03 5.00 4.92

Tokyo 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
2.43 3.04 3.43 4.27 4.45 3.90 4.13 4.15 3.05 2.62 2.25 2.13 3.32
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第４章 PV セミナー実施概要 
 
４－１ セミナー概要 

 系統連系太陽光発電（PV）導入についてのセミナーを実施した。関係省庁や民間企業など 40
名を超える参加者を得た。調査団から、系統連系 PV 技術、PV 導入に係る日本の経験、及びクリ

ーン開発メカニズム（CDM）事業の可能性について発表を行った。セミナーの実施概要は以下の

とおりである。 
 セミナー開催日時：2008 年 8 月 28 日（木）9:00~12:00 
 場所：モルディブ電力公社（STELCO）・セミナールーム、マレ島 
 セミナー内容： 
１．環境・エネルギー・水省（MEEW）挨拶：Mr. Abdulla Wahid, Assistant Executive Director, 

MEA/MEEW 
２．団長挨拶：林団長、JICA 調査団 
３．太陽光発電技術：皆元団員、JICA 調査団 
４．日本の太陽光発電普及政策と CDM：湯本団員、JICA 調査団 
５．質疑応答 

 主なモルディブ側参加者 

No. Name Organization Position

1 Abdulla Wahid Maldives Energy Authority, MEEW Assistant  Executive Director

2 Ahmed Ali MEEW Assistant  Director
3 Ahmed Rasheed MEEW Executive Director
4 Ibrahim Naeem MEEW Director
5 Ghaanim Mohamed MEEW Project Manager [RETDAP]
6 Abdul Sattar Mohamed MEEW Assistant  Director
7 Mohamed Fazeel MEEW
8 Mohamed Latheef STELCO Director
9 Ali Niyaz STELCO Director

10 Azzam Ibrahim STELCO Senior Engineer
11 Ibrahim Athif STELCO Senior Engineer
12 Ali Azwar STELCO Dep. Manager
13 Abdulla Nazir STELCO S.A. Suppesvizor
14 Abdul Mauk Ｔhaufeeq STELCO Assistant  Engineer
15 Ahmed Marsoom STELCO Assistant  Engineer
16 Ayathulla Hussain STELCO Assistant  Engineer
17 Ibrahim Nashid STELCO Assistant  Engineer
18 Ibrahim Azeem DER Desk Officer
19 Mohamed Shujau DER Desk Officer
20 Mahjoob Shujau HDC Managing Director
21 Abbag Mohamed Ministry of Transport Regional Airport  
22 Khadeeja Mohamed Ministry of Planning and National Development Planning Officer
23 Aman Khaleel Ministry of Planning and National Development Planning Officer
24 Ali Shaheem Male’ Water and Sewerage Company Assistant  Engineer
25 Adam Moosa Fulhu Male’ Water and Sewerage Company Maintenance Supervisor
26 Ali Faisal Male Municipality Assistant  Director
27 Ahmed Saeed Maldives National Chamber of Commerce and Industry Executive R&D
28 Mohamed Rasheed Island Electricity Engineer
29 Abdul Gayoom SONEE HARDWARE Electrical Engineer
30 Mohamed Thaufeeq TAM Deputy Director  
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４－２ 太陽光発電技術 

モルディブにおいて PV 導入のフィージビリティー・スタディ（F/S）に先立って、PV の理解

を助けるために、基本的事項を実例で紹介した。内容は、大別して PV の基礎技術、PV による発

電電力量の見積もり、PV システムの設置の 3 項目である。 
基礎技術のなかでは、日射量の扱い、太陽電池セル（モジュール）の種類と特性の特徴につい

て、PV システムの種類と特徴について紹介した。発電電力量の見積りは、最も誤解が多い事柄

であるため、マレ島のデータを用いて具体的方法を示した。最後にシステムの設置について、日

本の設置例を種々の形式の写真で紹介し、モルディブにおけるポテンシャルサイトの抽出の一例

を示した。詳細は付属資料 4「Photovoltaic Power Generation Technology」参照。 
 
４－３ 日本の太陽光発電導入計画及び CDM 事業の可能性 

 モルディブが PV 導入政策を検討するにあたり参考となるように、第 1 次石油危機後のわが国

のエネルギー政策、PV 導入政策と効果、欧州におけるフィード・イン・タリフ制度と効果、CDM
のしくみと活用可能性を紹介した。 
 第 1 次石油危機の教訓を踏まえてわが国が講じたエネルギー政策については、需給両面からの

取り組みの必要性を理解してもらうために、電源多様化対策等のエネルギー供給サイドの対策と

省エネルギー等の需要サイドの対策とその成果を紹介した。 
 わが国の PV 導入政策については、サンシャイン計画等の技術開発、技術開発の成果を踏まえ

た住宅を対象とした国の補助制度とネットメータリングによる普及政策とその効果を紹介した。

また、近年、欧州において PV 導入拡大に効果をあげているフィード・イン・タリフ制度を紹介

するとともに、今後の方向として、ビル一体型 PV システムの事例を紹介した。 
 PV の電気価値（kW）とエネルギー価値（kWh）を理解して効果的な利用を進めるため、デマ

ンド・サイド・マネジメント（DSM）の重要性と可能性を紹介した。 
 CDM について制度の概要、PV に適用した場合のインセンティブ効果、PV のインセンティブ

効果を高めるプレミアムクレジットの事例、PV 導入に適したプログラム CDM を紹介した。詳細

は付属資料 4「Japanese experience on PV development & dissemination」参照。 
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第５章 本格調査にあたっての留意点 
 
５－１ 電力政策 

 マレ島及びフルマレ島における望ましい太陽光発電（PV）の導入形態を明らかにし、導入形態

に応じた導入政策を提案する必要がある。具体的な導入形態としては、モルディブ電力公社

（STELCO）が自社設備として自社の建物に設置するケース、STELCO が他者の所有する建物の

屋根等を借りて自社の太陽光発電所を設置するケース、建物の所有者等、STELCO 以外の者が

STELCO に対する卸電力供給を目的として太陽光発電所を設置するケース（PV IPP）、建物の所有

者が自己の電源として PV 設備を設置し、余剰電力を STELCO に売電するケースが想定される。 
 また、マレ島は無秩序に開発され、中小ビルが林立しているが、フルマレ島は都市計画に基づ

き、計画的に開発が進められている人工都市である。このように 2 つの島の状況が大きく異なる

ことから、PV の導入形態については、両島の状況を踏まえて、別途に検討を行うことも一案で

ある。 
 なお、現在の電気事業に関する規則は、発電についてはディーゼル発電所を想定した規定しか

ないため、上記の検討を踏まえて PV を導入する場合に必要となる改定内容についても提案する

ことが望まれる。また、PV IPP として太陽光発電所を建設する導入形態を推奨する場合には、

PV IPP について法律改正等の法的措置が必要か否か検討し、必要な場合には法的措置の内容につ

いて提案を行うことが望まれる。 
 
５－２ 太陽光発電導入の経済性評価と普及促進策の検討 

 グリッド接続太陽光発電をモルディブに導入するためには、パイロットプロジェクトの実施を

通じて、STELCO 等がパワーコンディショナー等について技術的能力を有することができるよう

に技術移転を進める必要がある。パイロットプロジェクトの実施段階では、モルディブの日照、

電力品質等にあわせた設定条件の調整が必要となる。パワーコンディショナー等の機器調達費用

は、わが国の国内価格と比較して割高になるものと予想されるが、普及段階では、これらの機器

の価格は国際価格に収斂するものと見込まれる。PV の経済性評価にあたっては、このような価

格形成のしくみを考慮することが必要である。 
 また、モルディブは近年の油価格の急激な上昇にも関わらず、政策的に電気料金を据え置いて

いるため、現行の電気料金を前提とした投資収益性評価は、PV の経済的価値を過小に評価する

ことになる。一方、ディーゼル発電の燃料価格についても、モルディブ STO（State Trade 
Organization）が一元的に輸入し STELCO に納入しているため、市場価格を反映した燃料価格とな

っているか否か不明である。このため、経済性評価の前提条件検討にあたっては、国際的に指標

となる油燃料価格（シンガポール市場価格等）を採用するなど、ディーゼル発電のコストを適正

に算定したうえで PV の経済性及び投資収益性を評価する工夫が必要である。 
 また、PV は現在のところ、ディーゼル発電と比較して割高であり、市場メカニズムのもとで

大量導入が進むことは期待できない状況にある。世界的にみても、経済的なインセンティブ措置

なしに PV の大量導入が実現している国はない。このような状況を踏まえ、また、既述の望まし

い導入形態及び経済性評価の結果も踏まえてインセンティブ措置（補助金、ネットメータリング、

フィード・イン・タリフ、再生可能エネルギーポートフォリオスタンダード等）を具体的に提案

することが望ましい。 
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５－３ 技術的課題 

 (1) 日射量データの収集・分析 
太陽光発電システム（PV システム）のエネルギー源である日射量は、設置する PV システ

ムの発電電力量に直接関係する重要な基本要素である。現在のところモルディブ独自の日射

量データベースはない。アメリカ航空宇宙局（NASA）、アメリカ国立再生可能エネルギー研

究所（NREL）及び日本気象協会の調査による NEDO データベースなどからマレの日射量デ

ータを得ることができる。また、MCST（Ministry of Communication Science & Technology, 
Maldives）と国連開発計画（UNDP）の共同で実施した調査報告書（The Implementation Potential 
of RETs in the Maldives）には、空港島（Hulhule）で測定した日射量データが記されている。 

これらのデータベースによるモルディブの日射量は、年間平均値で 1 日あたり NASA の

5.85kWh/m2 から空港島の 4.92 kWh/m2 まで約 20％の差異がある。つまり、適用するデータに

より発電量に 20％の大きな見込み違いが生じることを意味する。発電電力量の検討やマレ島、

フルマレ島における利用可能な PV ポテンシャルの検討・評価では、適用する日射量データ

をよく検討する必要がある。また、データベースをより適切なものに更新していくためには、

空港島で実施されているデータの収集分析を継続し、共有していくことが望まれる。 
 
 (2) PV システムに要求される技術要件の検討・整理 

モルディブにおける PV システムの経験は UNDP が、アリ環礁のマンド島で実施した PV
システムとディーゼル発電システムとのハイブリッドシステム、及び津波の復興事業でラー

ム環礁に設置された系統連系 PV システムだけである。マンド島のハイブリッドシステムは

12kW の PV システムを昼間に単独で使用し、夜間はディーゼル発電機に切り替えて使用する

もので、機能的にはスタンドアロンの PV システムである。ラーム環礁の系統連系 PV シス

テムは、ガン島の合同行政庁舎の多目的ビルの屋根に 11.2kW の太陽電池アレイが設置され

ており、フォナード島の行政事務所の屋根に 5.6kW の太陽電池アレイが設置されている。 
上記システムは、首都マレから遠く離れた場所に設置されており、STELCO の技術者も直

接関わっていないため、モルディブにおける PV 技術の蓄積・経験は皆無といっても過言で

はない。このような状況のもとでモルディブにおいて PV システムを導入する場合には、多

くの技術課題をクリアしていかなければならない。 
主な技術課題としては、信頼性の高い PV システム構築のため、まず PV システムを連系

する STELCO の電力系統とその電力品質を正確に把握することが必要である。マレ首都圏の

電力品質は良好と考えられるが、過去の故障履歴の収集・分析や直接測定を通して対象地域

の電力品質を正確につかみ評価することが望ましい。 
次に PV システムの主要構成要素が備えるべき機能・特性などを明確にし、モルディブに

適用する場合に必要な要素を検討し、取捨選択して整理する。PV モジュールは認証機関で

認証を受けた製品を採用し、システムの運転特性を決定づけるパワーコンディショナーに必

要な要素、例えば故障の際、点検修理を容易にするためのシステム構成のあるべき姿の検討・

整理、さらに海外から輸入する主要機器の基本仕様を整備していくこと等を視野に入れてお

くことが望ましい。更に、人的安全の確保や発電設備や PV システム機器の保護が重要な課

題となる。この点については、日本をはじめ、先進諸国は多くの経験をもち、それぞれ必要

な要件を定めているが、モルディブの電力供給システムと日本などのそれとは、規模や特性
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が大きく異なっており、日本の基準やガイドラインなどをそのままモルディブに適用できな

い事に留意すべきである。モルディブの実情にあわせた必要不可欠の要件を分析・整理して

いくことが必要である。 
 
 (3) PV システム設置に関する課題 

モルディブにおいて PV システムを設置する場合、PV アレイの設置については、機械的強

度及び設置場所の雰囲気に特別な注意が必要であると考えられる。ビルの屋上やスタジアム

のスタンドの屋根などを設置場所とする場合、構造物が貧弱なところが多く見かけられるた

め、屋根の耐荷重に関して十分検討する必要がある。風速は通常あまり強くはないが、モン

スーンによる強風も考慮しておく必要があると思われる。さらに、マレ島及びフルマレ島は

非常に小さく、ほとんどの PV ポテンシャルサイトは海水の飛沫の影響が避けられないため、

設計にあたっては適切な対応が求められる。 
 
５－４ ポテンシャルサイト 

ポテンシャルサイトのリストアップにおいては、考えられる場所は、できるだけ多く取り上げ、

マレ島、フルマレ島における最大設置可能容量のめどをつけておくことは有意義である。そのな

かから、所有者または管理者、日照条件、設置可能面積、設置の容易さ、設置コストなどを考慮

して、実現可能な優先順位づけを行うことが有効である。 
 

 (1) マレ島 
マレ島では、今回調査したナショナルスタジアムのスタンドの屋根上、STELCO のビルの

屋上、発電所の屋根上、環境・エネルギー・水省（MEEW）の屋上、浄水場の施設の上、MEEW
周辺に多く存在する大きな傾斜屋根、マレ島南側歩道沿いなど日射条件のよいところは少な

くない。実際に PV 設置に利用できるかは技術問題以外の要素、すなわち、建物や敷地の所

有者または管理者と PV 設置者（例えば STELCO）との関係、建物の所有者が独自に PV を

設置したいとする場合の取り扱い等が非常に重要となる。本格調査内で十分検討、分析する

必要がある。33 頁「PV 設置ポテンシャルサイト調査参考写真」参照。 
 

 (2) フルマレ島 
フルマレ島は土地開発計画で、エリア別に土地利用計画が決められている。今後の新たな

建屋の屋根に PV の設置を義務づけ、または推奨するガイドラン等を制定することが効果的

だが、容易ではない。PV 設置の可能性が高いエリアとして、フルマレ開発公社（HDC）オ

フィス周辺のマンション屋上やクリニックの屋根、今後建設される公共地区、工業地区等が

挙げられる。工業地区はかなり広い面積をもち、誘致される業種は、水産物加工などの食品

工業や倉庫等中心とした軽工業が想定されている。現在完成している工場を含めて、屋根が

大きくシンプルなため、PV 設置の条件にあうと思われる。また将来的には、フルマレ島と

空港島を結ぶ連絡道路沿いも設置が可能であると思われる。 
なお、設置場所として、海岸やリーフまたは海上に浮かす等のアイディアがあるが、技術

的、コスト的に実現は容易ではないと思われる。 
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図５－１  フルマレ開発計画・PV 設置可能エリア 

 
５－５ 人材の育成 

現在 STELCO をはじめモルディブでは、系統連系 PV システムのみならず PV システムの知識

や経験をもっている人材は皆無といえる。従って、国産エネルギー源として唯一ともいえる PV
を実用レベルで導入していくためには、システムの計画、運転、維持管理、運用など適切にでき

る人材を育てることが不可欠である。人材育成は一朝一夕にはできないので、長期的視野に立っ

て着実に実行していく必要がある。 
本格調査の段階では、まず PV システム技術者の核となる人材育成を目的として、STELCO、

〔MEEW、建設・公共インフラ省（MCPI）〕の技術者に対して技術指導を実施する。この段階で

はシステムの計画、運転、維持管理、運用などに関わる基本を全般的に講義し、数箇所のポテン

シャルサイトに対する詳細なシステム設計に参加させ、OJT による指導を行うことは有意義であ

ろう。経験のない技術者にとっては、実物に触れることは非常に重要である。マレ島近辺には適

当な PV システムはないが、ラーム環礁の系統連系 PV システムあるいはアリ環礁のマンド島の

独立型ハイブリッドシステムなど、既存システムを活用した実技指導を工夫する必要がある。実

技指導に関しては、日射計、温度計、電圧・電流・電力計などの PV システム評価のための基本

計器の習熟も重要なポイントになる。PV 技術のキーデバイスである PV モジュールの習熟のため

には、既存システムの予備モジュールなどがあれば、それらを活用した特性実験なども工夫すれ

ば有効である。 
人材育成は、本格調査期間だけでは不十分であり、実機を使った訓練が必要不可欠である。こ

のため、本格調査に引き続きパイロットプロジェクトを実施して、実機を利用して STELCO 等の

人材のスキルアップを支援し、実務を担当するテクニシャンレベルに対してモルディブ人自ら訓

練できるようにしていくこと等、本調査において具体的な人材育成計画を提案することが必要で

ある。 
  
５－６ CDM プロジェクト 

 太陽光発電の投資収益性を高めるためにクリーン開発メカニズム（CDM）の活用を検討する必

要がある。モルディブは多数の島で構成されていること、マレ及びフルマレ島においても多数の
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建物の屋根に分散して設置されるものと予想されることから、クレジット期間が異なる小規模

CDM プロジェクトを単一の CDM プロジェクトとして登録できるプログラム CDM としてプロジ

ェクトデザインを行うことが適当と考えられる。プログラム CDM は新しいしくみであり、本調

査において具体的なプロジェクトデザインドキュメントを作成するとともに、有効性審査費用等

の取引費用（特にプログラム CDM の有効性審査費用は、通常の CDM プロジェクトと比較して

非常に高額になる可能性があることに留意が必要）を考慮した投資収益性の向上効果を明らかに

する必要がある。 
 
５－７ セミナーの開催 

 調査期間中に 2 回のセミナー開催が予定されている。本格調査の初期段階で行われる第 1 回セ

ミナーは、直接本調査に参加するメンバー、例えば MEEW、MCPI、STELCO のメンバーなどを

対象として、系統連系 PV システムの計画、設置、運転、維持管理などに必要な基本的技術の紹

介、PV システムの導入を進める場合にモルディブでぜひ必要と思われる必要事項の提案または

示唆（事業主体、系統連系に関する基本ルール、発電所への悪影響の防止、システム機器の保護、

安全に関する取り決め、PV による発電電力の売買）などが考えられる。 
 第２回のセミナーは一般の住民を含めて開催する予定である。このため、広く PV システム導

入に関する意識を高め市民の協力を得られるよう、題材を平易なもの、省エネなど直接市民に訴

えるものなどに重点を置くことが望ましい。PV システムとは何か、何のために導入するか、シ

ステム導入の形態などについてビジュアルに説明するとともに、デマンドサイドマネージメント

の重要性に焦点を当て、エネルギーの使い方、省エネルギーの必要性やその方法を提案すること

などが考えられる。 
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第６章 本格調査以降の技術協力課題 
 
６－１ パイロットプロジェクトの実施 

本格調査ののち、モルディブが太陽光発電（PV）システムの導入、運用を自力で行うことがで

きるようにするためには、実機を使用した十分な経験を積むことが必要不可欠である。このため、

本格調査に引き続き、専門家派遣による実地指導により、本格調査で実施する詳細設計の対象サ

イト 1～2 ヵ所においてパイロットプロジェクトを実施することが必要である。パイロットプロジ

ェクトの規模としては、系統連系 PV の系統電力品質に対する影響とパワーコンディショナーの

設定条件等を理解させるために、100～200kW 程度とすることが望ましい。 
 
６－２ 系統連系 PV システム導入の基準（標準）作成支援 

上記のパイロットプロジェクトを利用して PV システムの挙動、電力系統の動きを観察するこ

とにより、モルディブでの PV システムの系統連系に必要な要件を整理し、基準化を進める支援

をすることが有効である。具体的な支援内容としては次のような内容が考えられる。 
① モルディブ電力公社（STELCO）による PV システム設置の下記のような基準づくりを支

援する。 
・電力品質向上への努力、中小発電所へ導入する際の発電機の制御改善の方向づけ 
・系統連系の方法（連系点、連系点における最大接続容量、WH メータの設置など） 
・標準保護機能（モルディブの規則、実態にあわせて検討） 
・故障診断、復旧のやり易いシステムのあり方（予備品で簡単に修復できる工夫、予備品の

数を少なくするための機器種類の圧縮・標準化など） 
・主要機器調達の標準仕様作成支援など 

② PV システムの導入が促進され、大口の PV システム設置者や不特定多数のシステム設置を

許可するようになる際の設置条件整備を支援する。 
 
６－３ プログラム CDM プロジェクト立ち上げ支援 

 モルディブにおいては、STELCO の電力供給地域に加えて多数のリゾート島においてもディー

ゼル油の代替技術として PV システムの導入が期待される。このようなモルディブ全体における

PV システムの大量導入を助成・促進する手段としてプログラムクリーン開発メカニズム（CDM）

の適用が有効な手段と考えられるが、CDM プロジェクト登録に必要な有効性審査費用の高さが

CDM プロジェクト化の阻害要因となる恐れがある［累積導入量は MW 級以上に達する可能性が

あるが、初期の導入量は 100kW 級と予想され、初期の温室効果ガス（GHG）排出削減量は少量

にとどまる可能性が高い。一方、プログラム CDM の有効性審査の費用はプロジェクト規模にか

かわらず高額になるため、初期のプロジェクト規模と比較して有効性審査費用が非常に高いもの

となる］。 
 この阻害要因を解消するため、上述のパイロットプロジェクトの実施に際しては、有効性審査

の実施支援も協力内容に加えることにより、CDM プロジェクト化の初期費用負担を軽減し、プロ

グラム CDM の実現を支援する必要がある。 
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６－４ 省エネルギー対策に関する協力 

 系統連系 PV システムは、ディーゼル発電の燃料代替には寄与するが、電気出力が天候に左右

されるため、ディーゼル発電所の最大出力を代替することはできない。このような PV の限界を

カバーするためには、PV の普及とあわせてピーク電力需要のカットや省電力等のデマンド・サ

イド・マネジメント（DSM）対策を推進することが必要不可欠である。しかしながら、環境・エ

ネルギー・水省（MEEW）には DSM/省エネルギー対策の専門家が不在であるため、本格調査の

実施に加えて省エネルギー対策について、わが国の専門家派遣等により、政策立案及び制度設計

等を支援することが必要である。 
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PV 設置ポテンシャルサイト調査参考写真 
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作成日：平成 20 年 11 月 10 日 

担当：産業開発部資源・省エネルギー課 

１．案件名 

 モルディブ国マレ首都圏における太陽光発電導入計画調査 
 
２．協力概要 
（１）事業の目的 
マレ島・フルマレ島において系統連系太陽光発電システムを導入するために、発電設備導入

の技術的実施可能性と、発電設備導入と適正な運用ために必要な法令・制度・規則、及び人

材育成計画について検討し、長期計画、行動計画を作成することを目的とする。 
 
（２）調査期間 

2009 年 2 月～2009 年 11 月 （8.5 ヶ月） 
 
（３）総調査費用 約 0.6 億円 
 
（４）協力相手先機関 
ア．カウンターパート機関 

住宅・交通・環境省；Ministry of Housing, Transport and Environment (MHTE) 

モルディブ電力公社；the State Electric Company, Maldives (STELCO) 
 
イ．主要関係機関 
フルマレ開発公社：Hulhumale’ Development Corporation (HDC) 
 
（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 
ア． 対象分野：系統連係太陽光発電 
イ． 対象地域：マレ島・フルマレ島 
 
３．協力の必要性・位置付け 
（１）現状及び問題点 
 モルディブ国（以下「モ」国）は人口約30万人の小規模国家であるが、就業機会が多く、

また行政機能が集中している首都マレに「モ」国の全人口の約35％にあたる約10.4万人が居

住している。堅調な観光・漁業を背景として2006年には約19％のGDP成長率となり、建設ラ

ッシュがおこりマレへの人口集中が一層進んでいる。 

 一方でマレの電力需要は年率10％以上で伸び続け、増大する電力需要に対応するためにモ

ルディブ電力公社（以下STELCO）はディーゼル発電機の新規導入等を図っている。しかし、

面積わずか1.77K㎡と土地が限られるマレ島でこれ以上ディーゼル発電機拡張は不可能であ

り、これら課題に対処するために「モ」国政府はフルマレ島の浅瀬を浚渫してフルマレ島を

拡張（7.85K㎡）し、マレ島住民の移住計画を含めた総合開発計画を実施している。しかしフ

ルマレ島総合開発計画によると、住民の移転や商業、文教、観光地区等の建設により、フル

マレ島の電力需要も急速に増大することが想定される。 

 「モ」国の主要28島での電力供給は100％政府出資のSTELCOが行っているが、マレ島の電

力供給はSTELCO全体の供給量の75％にも達している。またほぼ全てをディーゼル発電に依

２．事業事前評価表 
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存しているため、原油価格高騰によりSTELCOの財政状況が悪化するだけでなく、国家とし

てのエネルギーセキュリティが危機にさらされている。加えて気候変動による海面上昇の影

響を最も受けやすい国のひとつであることから、第7次国家開発計画（2006年～2010年）では

石油の代替エネルギーとして再生可能エネルギー、特に風力、バイオマス及び太陽光エネル

ギー利用を促進することを優先課題として掲げている。 
 かかる状況下、「モ」国政府は、マレ島およびフルマレ島の中長期的な電力の安定供給を

目的に、太陽光とディーゼル発電の併用による発電体制の整備及びエネルギー利用の効率化

と気候変動対策促進のために、我が国に開発調査を要請した。そこで2008年2月にプロジェク

ト形成調査団を派遣し、要請内容・背景、先方政府の実施体制、既存のディーゼル系統を調

査し、本調査の必要性・妥当性を確認した。その後2008年8月に事前調査団を派遣し、調査内

容を先方政府および関係機関と合意した。 
 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

モルディブ国の第 7 次国家開発計画に、ディーゼル燃料の代替エネルギーの開発が急務で

あり、太陽光エネルギー等再生可能エネルギー活用の推進を目指すとされている。 
 
（３）他国機関の関連事業との整合性 

系統連係 PV システム導入に係る協力は他国及び国際機関において実施されていない。 
なお地方電化を目的とした PV の導入は UNDP が GEF の資金を得てマンド島でパイロット・

プロジェクトを実施し、現在実証中である。 
 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

援助重点分野「基礎インフラ」における社会基盤インフラ整備プログラムに本調査は位置

付けられる。 

 
４．協力の枠組み 

（１）調査項目 
初期調査段階 
１) 基礎調査 

以下調査関連データの収集・分析 
① 電力・エネルギー政策、法令、組織体制 
②  社会・経済状況、開発計画、及びビジョン 2020 

③ 「モ」国の電気事業 
・ MHTE 及び STELCO の組織体制 

・ 電力需給状況 

・ 電源設備及び電力システムの状況 

・ 電力開発計画 
・ 電気料金及び燃料価格 

・ STELCO の経営状況 

④ 「モ」国の太陽光発電活用状況 

⑤ フルマレ島開発計画 

⑥ マレ首都圏（マレ島、フルマレ島）における電力需給状況及び需要予測 
⑦ マレ首都圏における電源開発計画 
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⑧ その他関連する情報 
 
フィージビリティー・スタディ段階 
１）技術的フィージビリティー・スタディ段階 

① 日射資料の収集・分析 
② PV モジュールの検討及び PV 出力の評価 
③ ディーゼル発電機の負荷即応性の評価 

④ 配電用変電所の変圧器容量調査 
⑤ 太陽光発電設備設置ポテンシャルサイトの選定及び設置容量の検討 
⑥ 建築法の検討 

⑦ ポテンシャルサイトの建造物構造分析、概念設計及び必要に応じて建造物補強の

費用見積 
⑧ 系統連系 PV システムの導入容量検討手法の検討 

⑨ 系統連系 PV 時の安定性評価手法の検討 
⑩ 系統連系 PV システムの標準設計・仕様の策定 

⑪ ポテンシャルサイトの系統連係 PV システム設置費用の推計 

 
２）経済・財務的フィージビリティー・スタディ段階 

① 太陽光発電設備及び構造物補強費用の推計 

② 系統連係 PV システム導入にかかる経済財務分析手法の検討 

③ マレ・フルマレ島における系統連系 PV システム導入にかかる経済財務分析 

④ CDM 事業化の投資収益性への影響評価 

⑤ 投資資金計画の策定 

 
３）付加価値的施策の検討段階 

① DSM（最大電力抑制及び省エネ等）の啓蒙、推進方策の検討及び提言 

② CDM 事業実施の検討及び提言 

 
４）パイロット・プロジェクトの詳細設計 

① パイロット・プロジェクトサイトの検討及び選定 

② パイロット・プロジェクトサイトでの詳細設計調査 

③ パイロット・プロジェクトサイトでの系統連系 PV システムの詳細設計作成 

④ 詳細設計手法の技術移転 
 
提言段階 
１）系統連系 PV システム導入のための長期計画及び行動計画策定段階 

① MHTE 及び STELCO の人材育成計画、CDM を含めた資金調達計画、省エネの導

入、民間企業の参加等を含めた今後 10 年の PV 導入に係る長期計画と行動計画の

策定 
② 長期計画・行動計画実施のための系統連系太陽光発電導入に係る基本的な政策、

規制、ガイドライン及び人材育成計画提言の策定 
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（２）アウトプット（成果） 

ア． 今後 10 年の系統連系 PV システム導入のための長期計画および行動計画の策定 
イ． 系統連系 PV システム導入に係る技術的な基本設計計画の策定 
ウ． 系統連系 PV 発電技術および制度・政策策定に関する技術移転 

 
（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（ａ）コンサルタント：7 名 
ア．総括/人材育成計画 
イ．系統連系太陽光発電機器 
ウ．系統連系太陽光発電システム 
エ．建築分析 
オ．経済財務分析 
カ．デマンドサイドマネジメント/CDM 
キ．業務調整 

 
（ｂ）研修員受入れ： 若干名 

   ア．系統連系太陽光発電システム導入係る技術及び政策研修 
 
５．協力終了後に達成が期待される目標 
（１）提案計画の活用目標 
ア． 調査により策定された基本設計計画が活用され、MHTE 及び STELCO により系統連系

PV システムが導入される。 
イ．調査により作成された長期計画・行動計画が活用され、MHTE 及び STELCO により系統

連系太陽光システム導入に必要な法律・規制が整備され、人材育成が図られる。 
ウ．調査により策定された行動計画が活用され、モルディブ国において太陽光発電システム、

及び省エネにかかる啓蒙、普及が図られる。  
 
（２）活用による達成目標 
ア．モルディブ国における、太陽光発電導入数の増加。 
イ．太陽光発電導入によるディーゼル燃料の節約 
 
６．外部要因 
（１）協力相手国内の事情 
ア．政策的要因 
・ 政権交代等による著しい政策変更が生じない。 
イ．経済的要因 
・ 「モ」国経済が急激に悪化しない。 
ウ．社会的要因 
・ 調査活動実施地域での治安が悪化しない 
 
（２）関連プロジェクトの遅れ 
・ 本案件の実施に大きく影響する関連プロジェクトは特に存在しない 
 
７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

JICA 環境社会配慮ガイドラインにおける本調査のカテゴリ分類は C である。すなわち、本

調査実施により環境に負荷がかかることは想定しづらい。 
 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 



－56－ 

過去、地方電化分野において太陽光発電の導入を行った案件の教訓で、系統連系太陽光導

入に関連するものとしては以下のようなことがあげられる。 
 
（１）太陽光発電システムの維持管理 

 地方電化の場合、太陽光発電機器の日常の維持管理は住民、または地域の技術者が担うこ

とが多いが、適切なシステムの使用及び維持管理は太陽光発電の基本的なシステムの理解が

不可欠であり、またバッテリーの取り扱いについても留意が必要である。 

 今回の場合、系統連系太陽光システムを電力公社である STELCO が導入することが想定さ

れる。系統連系システムであるためバッテリーの設置は必要ないが、グリッドに接続した場

合の太陽光システムの特性を STELCO の技術者が理解したうえで運用することが必要であ

る。併せて安全基準や技術基準等を取り纏めたガイドライン等規制を策定することが求めら

れる。 
 
（２）システムの実施可能性調査 

 従来、電力分野における実施可能性調査（F/S）は、水力発電や火力発電の立地する地域や

地点の特性、発電所が供給する電力システムの需給特性を考慮して技術的調査と検討を行う、

オーダーメイドの調査である。一方で日本における系統連系 PV システムは、立地地点特性

や電力システムの需給特性に関係ない、レディーメイドとして既に確立された技術である。

よって日本の確立した技術をモルディブ首都圏の地域特性と電力システムの需給特性に合っ

たものに修正し、モルディブの特性に合ったレディーメイド技術を確立する必要がある。 

 
９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標 

（ａ）活用の進捗度 

・策定された系統連系太陽光発電導入実施計画に基づき、導入に向けた準備がなされてい

るか。 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・系統連系太陽光発電機器の調達に必要な予算が具体的に検討されているか。 

・系統連系太陽光発電導入に必要となる法規制、ガイドラインが作成されているか。 

・太陽光やデマンドサイドマネジメントの啓蒙活動が実施されているか。 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期 

・ フォローアップ調査によるモニタリング 

・ 必要に応じ、2011 年度以降に事後評価を実施 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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３．署名した実施細則（S/W） 
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